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位山交流促進センターレストラン等運営業務委託（長期）仕様書

１ 施設の目的

高山市位山交流広場は、「豊かな自然環境などの地域資源を活用したスポーツや自然体験、

レクリエーション活動など年間を通じて、家族のふれあいや健康づくり、交流を促進する

こと」を目的としている。

２ 施設の特徴

高山市位山交流広場は、施設内での禁止事項を必要最低限にするとともに、施設利用料

も低廉とするなど、民間事業者や市民活動団体等がイベントで利用しやすいものとした。

これにより、スキーシーズン以外も様々なイベントが数多く開催されることで、年齢や

性別を問わず、年間を通じて多くの人々で賑わい、交流が生まれることを目指している。

３ 本委託業務の目的

上記１及び２に記載している施設の目的、特徴を踏まえ、高山市位山交流広場内の位山

交流促進センターにおけるレストラン、喫茶店、売店及びスキー用具のレンタル業務を行

う事業者を公募することにより、市との協働による民間の創意工夫を生かした運営を通じ

て、施設全体が多くの方々にとって、魅力あるものにすることを目的とする。

４ 委託期間

契約締結日から令和 11年 3 月 31 日（土）まで

この契約は、地方自治法第２３４条の３に規定する長期継続契約として契約するので、

この契約の締結日の属する年度の翌年度以降において、本契約における予算が減額又は削

除された場合は、契約を解除することとする。この場合において損害が生じたときの賠償

等については、高山市と契約者との間で協議のうえ定めるものとする。

※営業開始は、令和 8年 4月 1日（水）からとする。

５ 場 所

位山交流促進センター（岐阜県高山市一之宮町 7846 番地 1）

<開館時間> 9:00 ～ 17:00 （4 月 1 日～11月 30 日）

8:30 ～ 16:00 （12 月 1 日～3月 31 日）

<休館日> 毎週水曜日（4月 1日 ～ 11月 30 日）

※国民の祝日に関する法律に規定する休日が水曜日に当たるときは、その

翌日を休館とする。

※臨時に開館、または休館する場合あり。臨時に開館する場合における喫

茶店等の営業については、市と事業者が協議の上決定する。



2

（１）面積等（参考）

・喫茶 （1階 83.70 ㎡ 客席数 24）

・売店 （1階 16.00 ㎡）

・レストラン （2階 386.48 ㎡ 厨房含む 客席数 166）

・レンタル （1階 58.02 ㎡）

※利用する面積は市と協議の上決定する。

（２）備 品 別紙 1の通り

６ 営業開始日

・喫茶、売店 令和 8年 4 月 1 日（水）とする

・レストラン、レンタル 令和 8年 12 月下旬とする

７ 営業時間

位山交流促進センター開館時間内で対応すること。

８ 運営に関する条件

（１）営業日及び営業時間

＜必須条件＞

・喫茶店、売店は通年で営業することとし、土曜日、日曜日、祝日は必ず営業する

こと。臨時に休業する場合は市と協議すること。

・スキー場の営業期間中（令和 8年度は 12 月下旬から翌年 3月上旬としているが、

降雪等の状況により変更となる場合がある。令和 9年度及び 10 年度のスキー場営

業期間は未定）は、レストラン、喫茶店、売店、レンタルについてスキー場営業日

とあわせた営業とすること。

・スキー場営業期間中のレストランは、必ず午前１１時から午後２時までの間は営

業すること。

※12 月 1 日からスキー場営業開始までの期間及びスキー場営業終了後から 3月 31

日までの期間の営業については、市と事業者で協議の上決定する。

※イベント時に飲食提供の要望がある場合もある。

※上記以外の期間で事業を提案し実施することができる。

（２）厨房機器及びレンタルスキー等の取り扱い

・別紙 1に示す厨房機器及び、テーブル、椅子等については市が無償で貸与する。

・レンタル事業に必要な用具は事業者が準備すること。

・レストランや喫茶店の厨房機器の修繕費について、経年による故障など軽微な修

繕は市の負担で実施するが、故障により厨房機器が使用できなくなった場合につい

ては、市と事業者の協議において対応を決定する。なお、事業者の故意、過失によ

る破損の場合については、事業者が負担すること。
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・事業者が必要と判断した物品・備品については、市と協議を行い事業者が準備す

ることができる。この場合、当該物品・備品は事業者の所有に帰属する。

（３）メニュー構成等

・喫茶店、レストランで提供するメニュー、売店で販売する商品、レンタル用品の

内容及び価格は事業者が定める。

・安全安心な食材を使用するとともに、高山市の地場産品の使用に配慮すること。

（４）営業に伴う手続き

・営業開始日までに、食品衛生法及び岐阜県食品衛生条例に基づく営業許可を受け

ること。なお、届出その他の必要な手続きをすることは全て事業者の負担と責任に

おいて行うこと。

・レンタル用具の調整を行う者は、日本スキー産業振興協会が実施するＳＢＢ認定

整備技術者等の専門知識を有する人員を配置すること。

※参考 URL https://ski-jsp.jp

（５）食材の仕入れ及び管理

・食材については事業者の負担で、信頼できる業者から仕入れ、提供食材に起因す

る事故等について、市は責任を負わない。

・食材の搬入についても事業者の負担において行うこと。

※小荷物搬入用のダムウェーターの点検等の管理責任及び修繕等は市の責任にお

いて行う。

（６）衛生管理

・事業者は、飲食提供における衛生管理に十分注意を払うとともに、食品衛生上の

問題が発生した場合は、直ちに市に報告の上、関係機関と連携するなど事業者の負

担と責任において対処すること。

（７）廃棄物の処理

・運営業務で発生した全ての廃棄物の処理については、事業者の負担と責任におい

て処理を行うこと。

（８）従業員の配置体制等

・従業員の接遇研修を行うなど、常に良好なサービスの提供に努めること。

・従業員用の休憩室等は共用スペースを無償で提供する。

・従業員の駐車場は無償で使用することができる。

（９）施設の管理

・使用する店舗内の清掃を行うこと。

・事業者はレストラン及び喫茶店の排水に極力油を流さない対策を講じるなど、施

設管理上の負荷を低減する取り組みを行うこと。なお、排水管の清掃が必要になっ

た場合の費用負担は、市と事業者で協議の上決定する。

・トイレは位山交流促進センター 1階及び 2階のトイレを使用することができる。

なお、掃除及び必要な消耗品の購入等は市が行う。
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（10）施設の現状変更の禁止

・事業者は、当該施設に建築、造作若しくは模様替えを加える場合は、市と協議の

上、承認を受けること。なお、費用について市は負担しない。また、有益費等を市

に請求できない。

（11）施設の原状回復義務

・死亡、解散若しくは廃業又は業務許可の取消しその他の理由により委託業務の継

続が困難となった時は、相続人、清算人、代理人又は本人は、市の指定する期間内

に当該施設を原状に復して返還しなければならない。ただし、市の承認を受けた場

合は、この限りではない。なお、事業者が故意又は過失により、当該施設若しくは

当該施設に係る設備を毀損し、又は滅失した時は、市は、事業者に対してその補修

を命じ、又はその費用の弁償を命ずることができる。

（12）再委託

・本業務の一部を再委託する場合は、市の承認を受けなければならない。

（13）その他

・不可抗力（暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、暖冬、暴動）が発生した場合の売上

の損失について、市は責任を負わない。その他の損失について、市と事業者で協議

の上決定する。

・業務に必要となる保険に加入すること。

・市では、高山市位山交流広場の関係者で組織した経営戦略会議（仮称）で、情報

共有や課題解決などを図っていく予定であり、事業者も関係者として会議に参加す

ること。

９ 委託料（納入金）及び光熱水費等

（１）委託料（納入金）

・委託料（納入金）は、年間総売上額（消費税額及び地方消費税額を除く）のうち、

市に納入できる割合を見積もること。最低納入割合は１０％とする。

（２）光熱水費等

・市と事業者で按分が必要な経費（暖房燃料費、水道使用料、浄化槽管理費）は、

使用する面積に応じた按分割合（協議のうえ決定）を負担すること。ただし、電気

使用料は子メーターの検針に基づく実費を負担すること。

・ＬＰＧについては全て事業者の負担とする。

・按分する経費の支払い時期は市と事業者で協議の上決定する。

・レストラン、レンタルについては営業した期間中の光熱水費等を負担すること。

この場合の期間の算定は、市と事業者で協議の上決定する。

（３）そ の 他

・外線電話やインターネットなどを使用する場合の工事費及び通信料等は事業者が

負担すること。（当該施設で使用している市内通信事業者のインターネット回線は、



5

駐車場入口の分配器まで引込されている）

１０ 本業務における一般事項

（１）本業務は、本仕様書並びに諸関係法令を遵守し、市の指示に従い、業務の進捗を図

らなければならない。

（２）本業務は、位山交流促進センター内で行うレストラン、喫茶店、売店及びスキー用

具等のレンタル業務について委託するものであり、施設内で第三者が営業行為をしよ

うとした場合、受託者及び第三者と市で協議を行い、最終判断は市が行う。

（３）事業者は、本仕様書に基づき業務を遂行するほか、本仕様書に明記されていない事

項、あるいは当然補足すべき事項について、市と協議の上その指示に従わなければな

らない。

（４）本業務に従事するものは、業務の遂行を十分に成し得る知識と経験を有するもので

なくてはならない。

（５）事業者は、本業務の遂行上知り得た事項及びその内容を第三者に漏らしてはならな

い。

１１ 報告等

業務報告書（別紙 2）を毎月提出すること。

１２ その他

（１）当該業務は、市所有の備品等を使用して行うことができ、事業者の負担と責任

において備品等を持ち込むことができるが、持ち込みの際は市と協議すること。

（２）業務履行にあたり疑義が生じた事項や、この仕様書に定めのない事項について

は、市と事業者で協議の上決定する。

１３ 問合せ先

〒506-8555 高山市花岡町 2 丁目 18 番地

高山市市民活動部スポーツ推進課

e-mail：sports@city.takayama.lg.jp

電話：0577-35-3157 FAX：0577-35-3414


